
アメリカ合衆国の日本産キク切り花の輸入に係る検疫条件の概要

１ 検疫対象のキク切り花

（ 「 」 。） （ ）アメリカ合衆国 以下 米国 という 輸入検疫令 7CFR PART-319.74
にキク白さび病の宿主植物として記載されている種の切り花

２ 主な検疫対象病害虫

・キク白さび病（ ）Chrysanthemum white rust
・ハモグリバエ科（ ）Agromyzidae

３ 栽培園地の登録

栽培園地は、植物防疫所において登録され、米国植物防疫機関に提出され

ること。

４ 栽培地検査の実施

登録栽培園地における、植物防疫所による栽培期間中の検査の結果、キク

白さび病の発生が確認されないこと。また、必要に応じて、米国植物防疫機

関による栽培園地の査察が行われる。

５ 輸出検査の実施

植物防疫所による輸出検査の結果、キク切り花にキク白さび病やハモグリ

バエ科などの病害虫の付着がないこと。

６ 植物検疫証明書の添付とこん包の表示

輸出されるキク切り花には、植物防疫所が発行する植物検疫証明書が添付

され、そのこん包には「米国向け」及び「登録された栽培園地の番号」が表

示されること。

７ 米国での輸入検査の実施

米国の輸入検査でキク白さび病が発見された場合、再発防止について日米

の植物防疫機関が合意するまでの間、当該キク切り花を生産した栽培園地か

ら米国へのキク切り花の輸入は禁止される。



　

　　

　　　

　　　　

　　　　　

アメリカ合衆国向けキク切り花の輸出フローチャート　

【具体的な検査の内容】栽培園地の登録申請 （毎年１０月１５日まで
※
）

栽培地検査申請 （輸出を予定しているキクを定植後、速やかに）

植物防疫官による栽培園地の現地調査 （１１月）

【キク白さび病に関する検査】

・栽培園地内及びその周囲のキクについて、定植から収穫までの間、

＊ 登録通知書の交付

＊ 米国へ登録栽培園地を通知（１２月末日まで）

植物防疫官による栽培地検査の実施

１．栽培園地の登録

栽培園地の登録条件は以下のとおり。

・キク白さび病の発生が認められず、キク白さび病に対する防除が

的確に実施されていること。

２．栽培地検査

栽培地検査は以下の項目について実施する。

【キク白さび病に関する検査】

・栽培園地内及びその周囲のキクについて、定植から収穫までの

間、月１回の検査

・栽培管理記録により適切な防除の実施の確認

　　　

※　１０月１６日以降、栽培園地の登録の希望がある場合には、その都度、植物防疫所に申請。

輸出植物検査申請

植物防疫官による輸出検査

輸出

月１回の検査

＊ 植物検疫証明書の交付

＊

＊

＊

栽培地検査合格証明書の交付

栽培地検査合格証票の交付（輸出植物検査申請に添

付）

キク白さび病に汚染されることのないよう選花及びこ

ん包

栽培管理記録により適切な防除の実施の確認

また、必要に応じて、米国植物防疫機関による栽培園地の査察が

行われる。

３．輸出検査

輸出検査は以下の項目について確認する。

（１）米国の検疫対象病害虫の付着がないこと（特に、キク白さび病

とハモグリバエ科）

（２）こん包に米国向け表示及び登録栽培園地番号の表示が行わ

れていること
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